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　「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、地方公共団体は「健全化判断比率」を算定し、住民のみなさんに財政
の健全度を公表することとなっています。
　また、公共下水道事業特別会計をはじめとする公営企業会計についても「資金不足比率」を算定し、経営状況を公表しています。
　健全化判断比率、資金不足比率ともに一定の基準を超えると、比率の段階に応じて「財政健全化計画」「財政再生計画」「経営健全
化計画」を策定しなければならず、このことは、町民のみなさんの生活や行政サービスの提供に影響を与えることになります。
　下記が令和元年度決算に基づく各指標であり、「健全化判断比率」「資金不足比率」ともに、「早期健全化基準」「経営健全化基準」
を下回っています。

１　健全化判断比率
区　　　分 長万部町の比率 早期健全化基準 財政再生基準

①実 質 赤 字 比 率 － 　１５．０ ２０．０
②連結実質赤字比率 － 　２０．０ ３０．０
③実 質 公 債 費 比 率 １２．４ 　２５．０ ３５．０
④将 来 負 担 比 率 ５３．１ ３５０．０

 ※実質赤字額及び連結実質赤字額がない場合は、「－」で表示します。

２　資金不足比率
区　　　分 長万部町の比率 経営健全化基準

公共下水道事業特別会計 － ２０．０
ガ ス 事 業 会 計 － ２０．０
水 道 事 業 会 計　 － ２０．０
病 院 事 業 会 計 － ２０．０

 ※資金不足額がない場合は、「－」で表示します。

※用語の解説
【健全化判断比率】
　⑴　実 質 赤 字 比 率　　普通会計を対象とした実質赤字額の標準財政規模（人口、面積等から算定する該当団体の標準的な一般財源の規模）に対する比率
　⑵　連結実質赤字比率　　全会計を対象とした実質赤字額（または資金不足額）の標準財政規模に対する比率
　⑶　実 質 公 債 費 比 率　　一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模等に対する比率（過去３か年の平均）
　⑷　将 来 負 担 比 率　　一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模を基本とした額に対する比率

【資金不足比率】
　各企業ごとの資金不足額が事業の規模に占める割合

（有料広告）

事　　業　　名　　称 契　　約　　業　　者 契約金額
（税込・円）
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（％）

参　加
業者数

工　　期
（納期）

海 岸 漂 着 物 回 収 処 理 業 務 有限会社　か  も  め  商  興 17,600,000 18,205,000 96.68  ６社 Ｒ２.11.13
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長 万 部 町 有 林
一 般 造 林 事 業（ 地 拵・ 植 栽 ） 山 越 郡 森 林 組 合 3,553,000 3,622,300 98.09  ３社 Ｒ２.10.30

学 習 者 用 パ ソ コ ン 端 末 購 入 リコージャパン株式会社　販売事業本部
北海道支社　公共営業部 12,531,200 15,840,000 79.11  ３社 Ｒ３.３.26

校内ＬＡＮ・電源キャビネット
整 備 業 務 委 託 株式会社　エ  ス  イ  ー  シ  ー 13,059,200 20,561,200 63.51 ３社 Ｒ３.３.26
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